


共同募金とは （目的）

共同募金は「社会福祉法」という法律に基づき、
国や市区町村ではなく、「共同募金会」という民間
団体の活動によって行われている募金です。

都道府県を単位として、全国一斉に行う寄付金募
集で、都道府県ごとの地域福祉の推進を図るため、
社会福祉事業･更生保護事業を行う民間の関係施設･
団体等の活動を資金面で支援することを目的とし
て、「一般募金」と「年末たすけあい募金」を実施
しています。

寄付金は、地域の福祉活動を支えて、誰もが幸せ
に暮らせるまちづくりのために使われます。



• キャッチコピー

じぶんの町を
良くするしくみ



共同募金のはじまり
共同募金運動は、昭和２０年の終戦直後、民間

社会福祉事業の活動資金を確保するために、「社

会事業共同募金中央委員会」（現在の「中央共同

募金会」）が組織されました。

第１回目の共同募金が昭和２２年に実施され、

これ以降、全国的な募金運動として、今日に至

ります。

当初は、戦後復興の一助として、被災した福祉

施設を中心に資金支援の機能を果たしてきました。

その後、「社会福祉法」に基づき、地域福祉の推

進のために活用されてきました。

現在では、社会が変化する中で、民間社会福祉

事業活動を支えるしくみとして、人々の善意と

「たすけあい」の精神により支えられている募金

運動となっています。
共同募金運動が始まった頃の募金ポスター



共同募金とは（実施期間）

「共同募金運動」は、毎年１回、厚生労働
大臣が定める期間内(例年１０月１日～１２月
３１日)に実施します。なお、共同募金会では、
前記期間以外にも年間を通じて寄付金の受け
入れを行っています。



共同募金とは（実施計画・配分）

「共同募金」は、社会福祉法に基づき、あらかじめ

募金目標額(配分計画額)･受配者の範囲･配分の方法を

定めて行う計画募金です。

「共同募金」は、都道府県を単位として配分が行わ

れ、神奈川県共同募金会に寄せられた寄付金は、神奈

川県内の民間福祉活動を推進するために使われていま

す。ただし、国内で大規模災害が発生した場合に限り、

県域を越えて拠出(被災者支援)することができます。



共同募金会の組織について

共同募金会は全国的な組織です。麻生区では、
「神奈川県共同募金会川崎市麻生区支会」が、麻生区
の皆さまと協力して募金活動を行っています。

中央共同募金会 組織図

都道府県共同募金会との連絡や全国的な企画立案、資料収集

や研究調査を行っています。

施設や団体からの希望をもとに募金の目標額の設定や配分

を決定します。

川崎市支会連合会

神奈川県共同募金会 都道府県共同募金会

市支会連合会

各区支会・地区分会 区支会 地区分会

市内の募金会との連絡や募金の取りまとめを行っています。

各区募金会（区支会、地区分会）ではそれぞれの地域ごとで募

金活動を実施しています。町内会・自治会・ボランティア・学校の

みなさんに協力いただき、募金運動を行っています。

中央共同募金会

共同募金運動

ボランティア



募金方法
共同募金会では、より多くの方から協力いただけるよう、次の方法で

募金活動を展開しています。

イベント募金



４月中旬～６月末
民間福祉団体からの配分
申請を受け付けます。

１０月１日～１２月末
募金期間中、各方面へ使
途計画を公表して、寄付
金を募集します。

１１月～翌年２月末
配分委員会で配分申請事
業の内容を審査します。
委員１８名が分担して配
分申請施設の実地調査も
行います。

３月中旬
理事会・評議員会で配分
を決定します。理事・評
議員は地域の代表・各界
各層の代表で構成されて
います。

４月～
配分決定を受けた福祉団
体による、さまざまな福
祉活動が展開されます。

寄付金が配分されるまで



麻生区の配分先①
区内の在宅福祉をすすめる団体へ

•家事介護サービス団体へ
障がいのある方、身体の調子の悪い方などの生活を支
援するために、家事・介護サービスを行っています 。

•配食サービス団体へ
食の確保や栄養面での支援だけでなく、日頃外出の機
会が少ないお年寄りにとって、人と触れ合える大切な
時間となります 。

•送迎サービス団体へ
車イスに座ったまま車に乗ることができる福祉車両な
どを使って、外出を支援する活動をしています 。



麻生区の配分先②

麻生区社会福祉協議会の事業費として

•地区社会福祉協議会への支援

•移送サービス事業

•ボランティア活動振興事業

•ボランティアグループ等活動助成

•広報啓発事業
広報誌「ほほえみ」の発行
ホームページの管理

•子育て支援事業

•在宅福祉サービス事業

•年末たすけあい慰問金配分事業 など



配分先は、赤い羽根データベース「はねっと」で
確認できます。
配分先からの ありがとうメッセージ （１例）

麻生区社会福祉協議会

麻生区社会福祉協議会では、昨年度、赤い羽根共同募金から助成を受けて、
車いすのがそのまま乗り込めるスロープ式の移送車両を購入しました。

本会では、ボランティアが運転し、在宅で車いすを利用している方などの通院や
社会参加を支援する移送サービスを実施しております。平成３０年度は１５０回の
実施がありました。地域でお困りの方の「あし」になっています。

赤い羽根共同募金のご協力ありがとうございました！

詳細は、
「はねっと」

で検索ください。


